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■【今月のキーワード】 

 三角合併 

三角合併と聞くと何だか難しそうですが、たとえ話で

理解すると分かりやすいと思います。 

米国のＧＭ（ゼネラルモータース）が日本のトヨタを

買収しようとしたと仮定しましょう。 

この場合、まずＧＭは日本に子会社を設立します。

その上で、日本法人である子会社にトヨタを吸収合併

させます。その際、トヨタの株主には、合併の対価とし

て米国ＧＭの株式を交付します。 

結果、ＧＭは現金を支払うことなしに、トヨタを買収

（子会社化）することができるのです。 

株式の時価総額が大きければ、理屈の上ではどん

な大きな買収でもキャッシュレスでできます。 

■【トピックス】 

会社法施行１年！ 

          昨年の５月１日に施行された会社

法が、１年を迎えました。この間、施

行が１年先送りされていた合併等対

価の柔軟化がいよいよ本格的に適

用されます。 

これにより三角合併など新たな組

織再編成手法が可能になります。 

三角合併というと外資による日本企業の買収ばか

りが注目されますが、報道されているほど簡単では

ないので過敏にならなくても良いかと思います。 

それよりは、中小企業の事業承継対策に活用す

ることを考えた方がよさそうです。 

■【ビジネス・アイ】 

内部統制（その１） 

  
社長 「大変な目にあったよ」 
花野 「一体どうしたのですか？」 
社長 「実はね。従業員に売上金を横領されたんだ」 
花野 「それは大変でしたね」 
社長 「ホントひどい被害だよ。資金繰りにも影響がで

て借入れしなきゃいけないし、仕事には穴が空

くし、踏んだり蹴ったりだよ」 
花野 「会社にとっては大きな損失ですね」 
社長 「会社だけじゃないよ。私もこの件ではいろいろ

振り回されて大変だったんだから被害者だよ」 
花野 「社長が被害者ですか？」 
社長 「え、そうだよ」 
花野 「実は会社法では、今回のような横領ができな

いような仕組みを作る義務が取締役会に課せら

れているんですよ（第３６２条４項６号）」 
社長 「それはどういうことなの？」 
花野 「内部管理体制に不備があったために横領され

た場合、体制を整備しなかった社長に責任があ

るといわれる可能性があるということです」 
社長 「それでどうなるの？」 
花野 「最悪の場合、株主から訴えられる可能性があり

ますね」 
社長 「本当にそうなの？」 
花野 「ええ、そうです。だから今からでも遅くありませ

ん。管理体制を整備することをお薦めします」 

■【今月の１冊】 

 『裁判官の爆笑お言葉集』 

長嶺超輝 著 幻冬舎新書 \720 

最近は、裁判の傍聴記が流行っています。その中

には、ときどき面白い裁判官語録があったりしますが、

この本は、それだけを集めた本です。 

裁判官も人間です。いろいろなこと

をお話しされます。それにしても、そ

んなこと言っちゃだめだろうというのか

ら、人間味あふれるものまであります。 

この本を読むと、本当に裁判が面

白そうに思えてきます！ 

■【編集後記】 
『ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ』の第２号です。今月号は会

社法施行一年ということで会社法に関する話題を中

心に取り上げてみました。会社法自体かなり難しい

法律ですが、今回の記事で少しでもご興味をもって

いただけたのならうれしいです。 
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